
　　変更並びにキャンセルについては、１０日前までにご連絡ください。１０日前
 ⑧「施設設備使用承諾通知書」を受取った後及び使用料支払後の使用内容の

　　までにご連絡がない場合はキャンセルは認められず、使用料をいただくこと

 施設・設備利用のご案内

 当カレッジでは、職業能力開発に関する総合的センタ－として、事業主や
 事業主団体の方々が自ら行う社員教育や研修の場を提供するために、
 研修室・実習設備・機器等を開放しています。どうぞご利用下さい。

４　施設設備使用料　

１　利用できる時間
 ①　平　日　　９：００～２１：００
 ②　休　日　　９：００～１７：００
２　利用の手続き
 ① 事業主団体の事務局を通じて、お申込みすることを原則とします。
     団体に加入していない事業主の方は、直接お申込み下さい。

              　　   〒895-0211 薩摩川内市高城町２５２６

　　になります。

　　（振込手数料は振込人のご負担となります。）

 ② 申込み手続きは、平日９時から１７時までとします。
３　使用申請書の受付
 ① 使用希望日の２ヶ月前から２週間前までに、「施設設備使用申請書」に必要
     事項をご記入のうえ、提出して下さい。
 ② 申請内容を検討し、承認の場合は「施設設備使用承諾通知書」を交付します。

 ① 施設設備及び利用料金は施設使用料一覧表、設備機器使用料一覧表を参照
      してください。
 ② 動力機器等使用料は、使用台数を乗じた金額となります。
 ③ 時期により冷暖房使用料が加算されます。
 ④ 消耗器材は、利用者ご自身で用意して下さい。

⑨グランドの貸出につきましては、悪天候により使用されなかった場合でも料金の
　払戻しはありません。

               　　  TEL.0996-22-1558 　FAX.0996-22-6612

 ⑤ 動力機器等の使用については、事前にご相談下さい。
 ⑥ 使用料は、合計金額10円単位での切り上げ額となります。
 ⑦ 使用料は、使用開始前日までに請求書に基づき指定口座にお支払下さい。

６　安全関係
  動力機器等の使用に係る安全点検につきましては、使用前に使用者自身で安全
  確認を行って下さい。

５　警備費関係
　警備費については、平日・休日に関わらず施設設備使用時間数に応じて、
   １時間当たり４００円徴収します。

  なお、使用中の事故については、当校は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

       　　  お問い合わせ先 
          　　  川内職業能力開発短期大学校(学務援助課)


